
０１６ 平安時代（全 12回の第２回） 

政治史 平安時代初期（全２回の第２回） 天皇中心 

欽明 推古 斉明 文武 孝謙 桓武 

敏達 舒明 天智 元明 淳仁 平成 

用明 皇極 天武 元正 称徳 嵯峨 

崇峻 孝徳 持統 聖武 光仁 淳和 

 

  ＜    天皇＞ 

◎皇太子は兄の子    親王 

◇810年          

 平城上皇側が挙兵。 

→嵯峨、天皇の命令を迅速に伝 

え、かつ情報が    に漏 

れないようにするため、天皇 

直属の秘書室     設置 

長官      〔   官〕 

→      〔  家〕任命 

◇      、    射殺。 

 平城の子    親王廃太子。 

◇816年 蝦夷征討再開 

征夷大将軍        、 

桓武天皇の    論争で中 

止していた蝦夷征討再開し完了。 

◇820        設置 

京の   、   権も吸収 

天皇に    →天皇権力強化。 

◇法典の整備 

823         

    …〔律令の     〕 

 墾田永年私財法なども格の一つ。 

    …〔律令の     〕 

 律令格式が全部そろった。 

代表的な格式…        

         〔嵯峨〕 

         〔清和〕 

         〔醍醐〕 

 完本は      だけ残る 

 

＜    天皇＞ 

◇注釈書『       』 

  〔        〕 

  〃 『       』 

  〔        〕 

※大伴氏→     と改姓。 

 

＜班田収授の困難化＞ 

浮浪・   、    の増加 

〔男子を    と偽る〕 

◇    天皇の対策 

①口分田の荒廃に対応 

班田  年１班→   年 1班 

②    の日数半減 

〔年   日→   日〕 

③    の利率引き下げ 

〔年    →    〕 

④成人男子の   廃止 

諸国での     

→一部を除いて廃止 

宮城警備の    →廃止 

九州警備の    →廃止 

⑤792年        

 富裕な    の子弟 

 だけを集めた少数精鋭。 

◇政府所有の田（雇用労働力） 

 大宰府所有の      

 畿内の     

 中央各省所有の      

 皇室財源の      

 

 

以上のような律令制再建の試みは、 

結局うまくいかず、次の時代へ。 

 


